
政
令
第

号

建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
章
の
九

簡
易
な
構
造
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
（
第
百
三
十
六
条
の
九

第
百
三
十
六
条
の
十

｜

「
第
七
章
の
九

簡
易
な
構
造
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
（
第
百
三
十
六
条
の
九

第
百
三
十
六
条
の
十

｜

一
）
」
を

第
七
章
の
十

一
定
の
複
数
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
特
例
（
第
百
三
十
六
条
の
十
二
）

一
）

に
改
め
る
。

」
第
二
条
第
一
項
第
四
号
た
だ
し
書
中
「
法
第
五
十
九
条
第
一
項
（
建
築
物
の
容
積
率
の
最
低
限
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
（
建
築
物
の
容
積
率
の
最
低
限
度
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
六
十
八
条
の
三
第
二
項



第
一
号
イ
及
び
第
三
項
第
二
号
ロ
並
び
に
法
第
六
十
八
条
の
五
の
二
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
」
を
「
建
築
物
の
容

積
率
の
最
低
限
度
に
関
す
る
規
制
に
係
る
当
該
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
第
百
三
十
五
条
の
四
の
六
」
を
「
第
百
三

十
五
条
の
十
七
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
八
十
六
条
第
八
項
」
を
「
第
八
十
六
条
第
十
項
」
に
、
「
同
一
敷
地
内
建
築
物
（
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
一
敷
地
内
建
築
物
」
を
「
同
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
（
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
一
敷
地
内

認
定
建
築
物
」
に
、
「
同
一
敷
地
内
建
築
物
」
」
を
「
同
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定

す
る
同
一
敷
地
内
許
可
建
築
物
（
同
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
一
敷
地
内
許
可
建
築
物
と
み
な
さ
れ
る

も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
同
一
敷
地
内
許
可
建
築
物
」
」
に
、
「
他
の
同
一
敷
地
内
建
築
物
」
を
「
他
の
同

一
敷
地
内
認
定
建
築
物
又
は
同
一
敷
地
内
許
可
建
築
物
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
条
の
九
第
一
項
中
「
第
二
石
油
類
（
消
防
法
別
表
」
を
「
第
一
石
油
類
（
消
防
法
別
表
の
備
考
十
二
に
規
定
す

る
第
一
石
油
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
ア
ル
コ
ー
ル
類
（
同
表
の
備
考
十
三
に
規
定
す
る
ア
ル
コ
ー

ル
類
を
い
う
。
）
、
第
二
石
油
類
（
同
表
」
に
改
め
、
「
並
び
に
容
量
の
合
計
が
五
万
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
地
下
貯
蔵
槽
に
よ

り
貯
蔵
さ
れ
る
第
一
石
油
類
（
同
表
の
備
考
十
二
に
規
定
す
る
第
一
石
油
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及



び
ア
ル
コ
ー
ル
類
（
同
表
の
備
考
十
三
に
規
定
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
類
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
百
三
十
一
条
の
二
第
三
項
中
「
第
百
三
十
五
条
の
四
の
六
各
号
」
を
「
第
百
三
十
五
条
の
十
七
各
号
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
五
条
の
五
を
第
百
三
十
五
条
の
二
十
一
と
し
、
第
百
三
十
五
条
の
四
の
九
を
第
百
三
十
五
条
の
二
十
と
し
、
第

百
三
十
五
条
の
四
の
八
を
第
百
三
十
五
条
の
十
九
と
し
、
第
百
三
十
五
条
の
四
の
七
を
第
百
三
十
五
条
の
十
八
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条
の
四
の
六
中
「
第
五
十
二
条
第
九
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
五
条

の
十
七
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条
の
四
の
五
中
「
第
五
十
二
条
第
六
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
五
条
の

十
六
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条
の
四
の
四
を
削
る
。

第
百
三
十
五
条
の
四
の
三
を
第
百
三
十
五
条
の
十
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
高
層
住
居
誘
導
地
区
内
の
建
築
物
及
び
法
第
五
十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
容
積
率
の
上
限
の
数
値
の
算
出

方
法
）

第
百
三
十
五
条
の
十
四

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
す



る
方
法
と
す
る
。

Vc
３

Vr
＝

３
－
Ｒ

－

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び
Ｒ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Vr

Vc

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値

Vr

建
築
物
が
あ
る
用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
容
積
率
の
数
値

VcＲ

建
築
物
の
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
そ
の
延
べ
面
積
に
対
す
る
割
合

（
法
第
五
十
二
条
第
七
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
空
地
の
規
模
等
）

第
百
三
十
五
条
の
十
五

法
第
五
十
二
条
第
七
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
空
地
の
規
模
は
、
次
の
表

欄
に
掲
げ
る
区
分

(い)

に
応
じ
て
、
当
該
建
築
物
の
敷
地
面
積
に
同
表

欄
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
面
積
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共

(ろ)

団
体
は
、
土
地
利
用
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
条
例
で
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
数
値
の
範
囲
内
で
、
当
該
建
築
物
の
敷
地
面

(は)

積
に
乗
ず
べ
き
数
値
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(い)

(ろ)

(は)



法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
建
ぺ

一
か
ら
建
ぺ
い
率
限
度
を
減
じ
た
数

い
率
の
最
高
限
度
（
以
下
こ
の
表
に

値
に
十
分
の
一
・
五
を
加
え
た
数
値

(一)

お
い
て
「
建
ぺ
い
率
限
度
」
と
い
う

を
超
え
、
十
分
の
八
・
五
以
下
の
範

一
か
ら
建
ぺ
い
率
限
度
を
減
じ

。
）
が
十
分
の
四
・
五
以
下
の
場
合

囲

た
数
値
に
十
分
の
一
・
五
を
加

一
か
ら
建
ぺ
い
率
限
度
を
減
じ
た
数

え
た
数
値

建
ぺ
い
率
限
度
が
十
分
の
四
・
五
を

値
に
十
分
の
一
・
五
を
加
え
た
数
値

(二)

超
え
、
十
分
の
五
以
下
の
場
合

を
超
え
、
当
該
減
じ
た
数
値
に
十
分

の
三
を
加
え
た
数
値
以
下
の
範
囲

十
分
の
六
・
五
を
超
え
、
一
か
ら
建

建
ぺ
い
率
限
度
が
十
分
の
五
を
超
え

十
分
の
六
・
五

ぺ
い
率
限
度
を
減
じ
た
数
値
に
十
分

(三)

、
十
分
の
五
・
五
以
下
の
場
合

の
三
を
加
え
た
数
値
以
下
の
範
囲

一
か
ら
建
ぺ
い
率
限
度
を
減
じ
た
数

一
か
ら
建
ぺ
い
率
限
度
を
減
じ

建
ぺ
い
率
限
度
が
十
分
の
五
・
五
を

値
に
十
分
の
二
を
加
え
た
数
値
を
超



た
数
値
に
十
分
の
二
を
加
え
た

(四)

超
え
る
場
合

え
、
当
該
減
じ
た
数
値
に
十
分
の
三

数
値

を
加
え
た
数
値
以
下
の
範
囲

建
ぺ
い
率
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
な

十
分
の
二
を
超
え
、
十
分
の
三
以
下

十
分
の
二

(五)

い
場
合

の
範
囲

２

法
第
五
十
二
条
第
七
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
道
路
に
接
し
て
有
効
な
部
分
の
規
模
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
空
地

の
規
模
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
も
の
と
す
る
。

３

法
第
五
十
二
条
第
七
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
敷
地
面
積
の
規
模
は
、
次
の
表

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
同

(い)

表

欄
に
掲
げ
る
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
は
、
街
区
の
形
状
、
宅
地
の
規
模
そ
の
他
土
地
の
状
況
に
よ

(ろ)
り
同
欄
に
掲
げ
る
数
値
に
よ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
条
例
で
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
数

(は)

値
の
範
囲
内
で
、
そ
の
規
模
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(い)

(ろ)

(は)

条
例
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
敷
地

敷
地
面
積
の
規
模

地
域

面
積
の
規
模



（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地

域
、
準
住
居
地
域
又
は
準
工
業
地
域

（
高
層
住
居
誘
導
地
区
及
び
特
定
行

政
庁
が
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会

二
、
〇
〇
〇

五
〇
〇
以
上
四
、
〇
〇
〇
未
満

(一)

の
議
を
経
て
指
定
す
る
区
域
（
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
「
高
層
住
居
誘
導

地
区
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

近
隣
商
業
地
域
（
高
層
住
居
誘
導
地

区
等
を
除
く
。
）
又
は
商
業
地
域
（

特
定
行
政
庁
が
都
道
府
県
都
市
計
画

一
、
〇
〇
〇

五
〇
〇
以
上
二
、
〇
〇
〇
未
満

(二)

審
議
会
の
議
を
経
て
指
定
す
る
区
域

を
除
く
。
）



備
考一

建
築
物
の
敷
地
が
こ
の
表

欄
各
項
に
掲
げ
る
地
域
と
こ
れ
ら
の
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
な
い
区
域
に

(い)

わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
部
に
つ
い
て
、
同
欄
各
項
に
掲
げ
る
地
域
に
関
す
る
同
表
の
規
定
を
適
用

す
る
。

二

建
築
物
の
敷
地
が
こ
の
表

欄

の
項
に
掲
げ
る
地
域
と
同
欄

の
項
に
掲
げ
る
地
域
に
わ
た
る
場
合
に
お

(い)

(一)

(二)

い
て
は
、
そ
の
全
部
に
つ
い
て
、
敷
地
の
属
す
る
面
積
が
大
き
い
方
の
地
域
に
関
す
る
同
表
の
規
定
を
適
用
す

る
。

第
百
三
十
五
条
の
四
の
二
を
第
百
三
十
五
条
の
十
二
と
し
、
第
百
三
十
五
条
の
四
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
天
空
率
）

第
百
三
十
五
条
の
五

こ
の
章
に
お
い
て
「
天
空
率
」
と
は
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
数
値
を
い
う
。

As
Ab

－
Rs

＝

As

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｒｓ

Ａｓ

Ａｂ



天
空
率

Ｒｓ

地
上
の
あ
る
位
置
を
中
心
と
し
て
そ
の
水
平
面
上
に
想
定
す
る
半
球
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
想
定
半

Ａｓ
球
」
と
い
う
。
）
の
水
平
投
影
面
積

建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
地
盤
を

の
想
定
半
球
と
同
一
の
想
定
半
球
に
投
影
し
た
投
影
面
の
水
平
投
影

Ａｂ

As

面
積

（
前
面
道
路
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
の
制
限
を
適
用
し
な
い
建
築
物
の
基
準
等
）

第
百
三
十
五
条
の
六

法
第
五
十
六
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
で
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い
建
築

物
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
建
築
物
（
法
第
五
十
六
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
高
さ
の
制
限
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
道

路
高
さ
制
限
」
と
い
う
。
）
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
内
の
部
分
に
限
る
。
）
の
第
百
三
十
五
条
の
九
に
定
め
る
位
置
を
想

定
半
球
の
中
心
と
し
て
算
定
す
る
天
空
率
が
、
当
該
建
築
物
と
同
一
の
敷
地
内
に
お
い
て
道
路
高
さ
制
限
に
適
合
す
る

も
の
と
し
て
想
定
す
る
建
築
物
（
道
路
高
さ
制
限
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
内
の
部
分
に
限
り
、
階
段
室
、
昇
降
機
塔
、
装

飾
塔
、
物
見
塔
、
屋
窓
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
の
屋
上
部
分
の
水
平
投
影
面
積
の
合
計
が
建
築
物
の
建
築
面



積
の
八
分
の
一
以
内
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
そ
の
部
分
の
高
さ
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
「
階
段
室
等
」
と
い
う
。
）
及
び
棟
飾
、
防
火
壁
の
屋
上
突
出
部
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
屋
上
突
出
物
（
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
「
棟
飾
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
道
路
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
」
と
い

う
。
）
の
当
該
位
置
を
想
定
半
球
の
中
心
と
し
て
算
定
す
る
天
空
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
建
築
物
の
前
面
道
路
の
境
界
線
か
ら
の
後
退
距
離
（
法
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
後
退
距
離
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
前
号
の
道
路
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
と
同
一
の
道
路
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の

前
面
道
路
の
境
界
線
か
ら
の
後
退
距
離
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
建
築
物
の
敷
地
が
、
道
路
高
さ
制
限
に
よ
る
高
さ
の
限
度
と
し
て
水
平
距
離
に
乗
ず
べ
き
数
値
が
異
な
る
地
域
、

地
区
又
は
区
域
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
道
路
制
限
勾
配
が
異
な
る
地
域
等
」
と
い
う
。
）
に
わ
た
る
場
合
に
お
け
る

こ
う

前
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）
の
道
路
制
限
勾
配
が
異
な

こ
う

る
地
域
等
ご
と
の
部
分
」
と
、
「
と
い
う
。
）
の
」
と
あ
る
の
は
「
と
い
う
。
）
の
道
路
制
限
勾
配
が
異
な
る
地
域
等
ご

こ
う

と
の
部
分
の
」
と
す
る
。

３

当
該
建
築
物
の
前
面
道
路
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
限



る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）
の
第
百
三
十
二
条
又
は
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
域
ご
と
の
部
分
」
と

、
「
と
い
う
。
）
の
」
と
あ
る
の
は
「
と
い
う
。
）
の
第
百
三
十
二
条
又
は
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
域
ご

と
の
部
分
の
」
と
す
る
。

（
隣
地
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
の
制
限
を
適
用
し
な
い
建
築
物
の
基
準
等
）

第
百
三
十
五
条
の
七

法
第
五
十
六
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
で
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い
建
築

物
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
建
築
物
（
法
第
五
十
六
条
第
七
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
高
さ
の
制
限
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
隣

地
高
さ
制
限
」
と
い
う
。
）
が
適
用
さ
れ
る
地
域
、
地
区
又
は
区
域
内
の
部
分
に
限
る
。
）
の
第
百
三
十
五
条
の
十
に

定
め
る
位
置
を
想
定
半
球
の
中
心
と
し
て
算
定
す
る
天
空
率
が
、
当
該
建
築
物
と
同
一
の
敷
地
内
の
同
一
の
地
盤
面
に

お
い
て
隣
地
高
さ
制
限
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
想
定
す
る
建
築
物
（
隣
地
高
さ
制
限
が
適
用
さ
れ
る
地
域
、
地
区
又

は
区
域
内
の
部
分
に
限
り
、
階
段
室
等
及
び
棟
飾
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
隣
地
高
さ
制
限
適
合
建
築
物

」
と
い
う
。
）
の
当
該
位
置
を
想
定
半
球
の
中
心
と
し
て
算
定
す
る
天
空
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
建
築
物
（
法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ニ
に
定
め
る
数
値
が
一
・
二
五
と
さ
れ
て
い
る
建
築
物
に
あ



つ
て
は
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
数
値
が
一
・
五
と
さ
れ
て
い
る
建
築
物
に
あ
つ
て

は
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。
）
の
隣
地
境
界
線
か
ら
の
後
退
距
離
（
同
号
に
規
定
す
る
水
平

距
離
の
う
ち
最
小
の
も
の
に
相
当
す
る
距
離
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
前
号
の
隣
地
高
さ
制
限

適
合
建
築
物
と
同
一
の
隣
地
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
（
同
項
第
二
号
イ
又
は
ニ
に
定
め
る
数
値
が
一
・
二
五
と
さ
れ
て

い
る
隣
地
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
に
あ
つ
て
は
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
数
値
が
一

・
五
と
さ
れ
て
い
る
隣
地
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
に
あ
つ
て
は
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
に
限
る
。
）

の
隣
地
境
界
線
か
ら
の
後
退
距
離
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
建
築
物
の
敷
地
が
、
隣
地
高
さ
制
限
に
よ
る
高
さ
の
限
度
と
し
て
水
平
距
離
に
乗
ず
べ
き
数
値
が
異
な
る
地
域
、

地
区
又
は
区
域
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
隣
地
制
限
勾
配
が
異
な
る
地
域
等
」
と
い
う
。
）
に
わ
た
る
場
合
に
お
け
る

こ
う

前
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）
の
隣
地
制
限
勾
配
が
異
な

こ
う

る
地
域
等
ご
と
の
部
分
」
と
、
「
と
い
う
。
）
の
」
と
あ
る
の
は
「
と
い
う
。
）
の
隣
地
制
限
勾
配
が
異
な
る
地
域
等
ご

こ
う

と
の
部
分
の
」
と
す
る
。

３

当
該
建
築
物
が
周
囲
の
地
面
と
接
す
る
位
置
の
高
低
差
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
一
号
の
規



定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）
の
周
囲
の
地
面
と
接
す
る
位
置
の
高
低
差
が

三
メ
ー
ト
ル
以
内
と
な
る
よ
う
に
そ
の
敷
地
を
区
分
し
た
区
域
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
高
低
差
区
分
区
域
」
と
い
う

。
）
ご
と
の
部
分
」
と
、
「
地
盤
面
」
と
あ
る
の
は
「
高
低
差
区
分
区
域
ご
と
の
地
盤
面
」
と
、
「
と
い
う
。
）
の
」
と

あ
る
の
は
「
と
い
う
。
）
の
高
低
差
区
分
区
域
ご
と
の
部
分
の
」
と
す
る
。

（
北
側
の
隣
地
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
の
制
限
を
適
用
し
な
い
建
築
物
の
基
準
等
）

第
百
三
十
五
条
の
八

法
第
五
十
六
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
で
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い
建
築

物
に
係
る
も
の
は
、
当
該
建
築
物
（
同
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
高
さ
の
制
限
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
北
側
高
さ
制

限
」
と
い
う
。
）
が
適
用
さ
れ
る
地
域
内
の
部
分
に
限
る
。
）
の
第
百
三
十
五
条
の
十
一
に
定
め
る
位
置
を
想
定
半
球
の

中
心
と
し
て
算
定
す
る
天
空
率
が
、
当
該
建
築
物
と
同
一
の
敷
地
内
の
同
一
の
地
盤
面
に
お
い
て
北
側
高
さ
制
限
に
適
合

す
る
も
の
と
し
て
想
定
す
る
建
築
物
（
北
側
高
さ
制
限
が
適
用
さ
れ
る
地
域
内
の
部
分
に
限
り
、
棟
飾
等
を
除
く
。
）
の

当
該
位
置
を
想
定
半
球
の
中
心
と
し
て
算
定
す
る
天
空
率
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

当
該
建
築
物
の
敷
地
が
、
北
側
高
さ
制
限
に
よ
る
高
さ
の
限
度
と
し
て
加
え
る
高
さ
が
異
な
る
地
域
（
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
「
北
側
制
限
高
さ
が
異
な
る
地
域
」
と
い
う
。
）
に
わ
た
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、



同
項
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）
の
北
側
制
限
高
さ
が
異
な
る
地
域
ご
と
の
部
分
」
と
、
「
除
く
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
の
北
側
制
限
高
さ
が
異
な
る
地
域
ご
と
の
部
分
」
と
す
る
。

３

当
該
建
築
物
が
周
囲
の
地
面
と
接
す
る
位
置
の
高
低
差
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）
の
高
低
差
区
分
区
域
ご
と
の
部
分
」
と
、
「
地
盤
面

」
と
あ
る
の
は
「
高
低
差
区
分
区
域
ご
と
の
地
盤
面
」
と
、
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
の
高
低
差
区
分
区

域
ご
と
の
部
分
」
と
す
る
。

（
法
第
五
十
六
条
第
七
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
位
置
）

第
百
三
十
五
条
の
九

法
第
五
十
六
条
第
七
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
位
置
は
、
前
面
道
路
の
路
面
の
中
心
の
高
さ
に
あ

る
次
に
掲
げ
る
位
置
と
す
る
。

一

当
該
建
築
物
の
敷
地
（
道
路
高
さ
制
限
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
内
の
部
分
に
限
る
。
）
の
前
面
道
路
に
面
す
る
部
分
の

両
端
か
ら
最
も
近
い
当
該
前
面
道
路
の
反
対
側
の
境
界
線
上
の
位
置

二

前
号
の
位
置
の
間
の
境
界
線
の
延
長
が
当
該
前
面
道
路
の
幅
員
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
位
置
の
間
の

境
界
線
上
に
当
該
前
面
道
路
の
幅
員
の
二
分
の
一
以
内
の
間
隔
で
均
等
に
配
置
し
た
位
置



２

当
該
建
築
物
の
敷
地
が
道
路
制
限
勾
配
が
異
な
る
地
域
等
に
わ
た
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

こ
う

、
同
項
第
一
号
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
限
る
。
）
の
道
路
制
限
勾
配
が
異
な
る
地
域
等
ご
と
」
と
す
る
。

こ
う

３

当
該
建
築
物
の
前
面
道
路
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
限

る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
限
る
。
）
の
第
百
三
十
二
条
又
は
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
域
ご
と
」
と
す
る
。

４

当
該
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
が
前
面
道
路
の
路
面
の
中
心
の
高
さ
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
以
上
高
い
場
合
に
お
い
て
は
、

第
一
項
に
規
定
す
る
前
面
道
路
の
路
面
の
中
心
は
、
当
該
高
低
差
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
の
二
分
の
一
だ
け
高

い
位
置
に
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

５

第
百
三
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
則
で
前
面
道
路
の
位
置
の
高
さ
が
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
高
さ
を
第
一
項
に
規
定
す
る
前
面
道
路
の
路
面
の
中
心
の
高
さ
と
み
な
す
。

（
法
第
五
十
六
条
第
七
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
位
置
）

第
百
三
十
五
条
の
十

法
第
五
十
六
条
第
七
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
位
置
は
、
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
の
高
さ

に
あ
る
次
に
掲
げ
る
位
置
と
す
る
。

一

法
第
五
十
六
条
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
外
側
の
線
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
線
」
と
い
う
。
）
の
当
該



建
築
物
の
敷
地
（
隣
地
高
さ
制
限
が
適
用
さ
れ
る
地
域
、
地
区
又
は
区
域
内
の
部
分
に
限
る
。
）
に
面
す
る
部
分
の
両

端
上
の
位
置

二

前
号
の
位
置
の
間
の
基
準
線
の
延
長
が
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ニ
に
定
め
る
数
値
が
一
・
二
五
と

さ
れ
て
い
る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
八
メ
ー
ト
ル
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
数
値
が
二
・
五
と
さ
れ
て
い
る
建
築

物
に
あ
つ
て
は
六
・
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
位
置
の
間
の
基
準
線
上
に
、
同
号
イ
又
は
ニ
に
定
め
る
数

値
が
一
・
二
五
と
さ
れ
て
い
る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
八
メ
ー
ト
ル
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
数
値
が
二
・
五
と

さ
れ
て
い
る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
六
・
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
間
隔
で
均
等
に
配
置
し
た
位
置

２

当
該
建
築
物
の
敷
地
が
隣
地
制
限
勾
配
が
異
な
る
地
域
等
に
わ
た
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

こ
う

、
同
項
第
一
号
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
限
る
。
）
の
隣
地
制
限
勾
配
が
異
な
る
地
域
等
ご
と
の
部
分
」
と
す

こ
う

る
。

３

当
該
建
築
物
が
周
囲
の
地
面
と
接
す
る
位
置
の
高
低
差
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
地
盤
面
」
と
あ
る
の
は
「
高
低
差
区
分
区
域
ご
と
の
地
盤
面
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
限
る

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）
の
高
低
差
区
分
区
域
ご
と
の
部
分
」
と
す
る
。



４

当
該
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
が
隣
地
の
地
盤
面
（
隣
地
に
建
築
物
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
隣
地
の
平
均
地

表
面
を
い
う
。
）
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
以
上
低
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面

は
、
当
該
高
低
差
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
の
二
分
の
一
だ
け
高
い
位
置
に
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

５

第
百
三
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
の
位
置
の
高
さ
が
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
高
さ
を
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
の
高
さ
と
み

な
す
。

（
法
第
五
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
位
置
）

第
百
三
十
五
条
の
十
一

法
第
五
十
六
条
第
七
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
位
置
は
、
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
の
高

さ
に
あ
る
次
に
掲
げ
る
位
置
と
す
る
。

一

当
該
建
築
物
の
敷
地
（
北
側
高
さ
制
限
が
適
用
さ
れ
る
地
域
内
の
部
分
に
限
る
。
）
の
真
北
に
面
す
る
部
分
の
両
端

か
ら
真
北
方
向
の
法
第
五
十
六
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
外
側
の
線
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
線
」
と
い

う
。
）
上
の
位
置

二

前
号
の
位
置
の
間
の
基
準
線
の
延
長
が
、
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
又
は
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
内
の
建
築



物
に
あ
つ
て
は
一
メ
ー
ト
ル
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
又
は
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
内
の
建
築
物
に
あ

つ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
位
置
の
間
の
基
準
線
上
に
、
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
又
は
第
二
種

低
層
住
居
専
用
地
域
内
の
建
築
物
に
あ
つ
て
は
一
メ
ー
ト
ル
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
又
は
第
二
種
中
高
層
住

居
専
用
地
域
内
の
建
築
物
に
あ
つ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
間
隔
で
均
等
に
配
置
し
た
位
置

２

当
該
建
築
物
の
敷
地
が
北
側
制
限
高
さ
が
異
な
る
地
域
に
わ
た
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
第
一
号
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
限
る
。
）
の
北
側
制
限
高
さ
が
異
な
る
地
域
ご
と
」
と
す
る
。

３

当
該
建
築
物
が
周
囲
の
地
面
と
接
す
る
位
置
の
高
低
差
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
地
盤
面
」
と
あ
る
の
は
「
高
低
差
区
分
区
域
ご
と
の
地
盤
面
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
限
る

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）
の
高
低
差
区
分
区
域
ご
と
」
と
す
る
。

４

当
該
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
が
北
側
の
隣
地
の
地
盤
面
（
隣
地
に
建
築
物
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
隣
地
の

平
均
地
表
面
を
い
う
。
）
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
以
上
低
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
建
築
物
の
敷
地
の

地
盤
面
は
、
当
該
高
低
差
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
を
減
じ
た
も
の
の
二
分
の
一
だ
け
高
い
位
置
に
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

５

第
百
三
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
則
で
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
の
位
置
の
高
さ
が
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ



つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
高
さ
を
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
の
高
さ
と
み

な
す
。

第
百
三
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
地
区
計
画
の
区
域
」
の
下
に
「
（
再
開
発
等
促
進
区
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
同
号
ロ
中
「
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
の
区
域
に
あ
つ
て
は
、
当
該
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
の
区
域
」
を
「

地
区
計
画
の
区
域
の
う
ち
再
開
発
等
促
進
区
に
あ
つ
て
は
、
当
該
再
開
発
等
促
進
区
」
に
、
「
確
保
等
」
を
「
確
保
、
商
業

そ
の
他
の
業
務
の
利
便
の
増
進
等
」
に
改
め
、
同
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
し
、
ヘ
を
ホ
と
し
、
同
項
第

四
号
イ
中
「
、
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
、
再
開
発
地
区
計
画
」
を
削
り
、
同
項
第
十
号
中
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
又

は
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
条
の
八
の
二
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
の
十
一
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
六
条
の
二
の
五
の
見
出
し
中
「
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
の
区
域
」
を
「
再
開
発
等
促
進
区
等
」
に
改
め
、

同
条
中
「
第
六
十
八
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
七
章
の
九
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
七
章
の
十

一
定
の
複
数
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
特
例

（
一
団
地
内
の
空
地
及
び
一
団
地
の
面
積
の
規
模
）



第
百
三
十
六
条
の
十
二

第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
法

第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
空
地
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
百
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
一
団
地
の
規
模
、
同
条
第
四
項
の
政
令

で
定
め
る
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
の
規
模
及
び
法
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
公
告
認
定
対
象
区
域

の
規
模
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
三
十
七
条
、
第
百
三
十
七
条
の
四
第
一
号
、
第
百
三
十
七
条
の
五
及
び
第
百
三
十
七
条
の
九
中
「
第
六
項
ま
で
」
を

「
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
八
十
六
条
、
法
第
八
十
六
条
の
二
、
法
第
八
十
六
条
の
五
」
を
「
法
第
八
十
六

条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
八
十

六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
項
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
八
十
六
条
の
五
第
二

項
及
び
第
四
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第

五
十
二
条
第
十
一
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
十
三
項
」
に
、
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項

」
に
改
め
る
。



第
百
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
二
項
及
び
第
七
項
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号

中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
七
項
」
に
、
「
第
五
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十

六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
」
に
、
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
三

欄
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
三
十
五
条

(に)

の
四
の
二
第
二
項
」
を
「
第
百
三
十
五
条
の
十
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
都
市
計
画
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
及
び
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
」
を
削
る
。

第
七
条
の
四
中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
七
を
削
る
。

第
七
条
の
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
六
項
第
三
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
七
条
の
七
と
す
る
。

第
七
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
十
二
条
の
五
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
六
項
第
二
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
七
条
の
六
と
す
る
。



第
七
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
）

第
七
条
の
五

法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
道
路
又
は
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の
他
の
公

共
空
地
と
す
る
。

第
七
条
の
八
及
び
第
七
条
の
九
を
削
る
。

第
七
条
の
十
第
一
号
中
「
地
区
施
設
」
の
下
に
「
及
び
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
」
を
加
え
、

同
条
第
二
号
中
「
事
項
」
の
下
に
「
（
再
開
発
等
促
進
区
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

三

再
開
発
等
促
進
区
に
お
け
る
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
は
、
市
街
地
の
空
間
の
有
効
な
利
用
、
良
好
な
住
居
の
環
境

の
確
保
、
商
業
そ
の
他
の
業
務
の
利
便
の
増
進
等
を
考
慮
し
て
、
建
築
物
等
が
当
該
区
域
に
ふ
さ
わ
し
い
用
途
、
容
積

、
高
さ
、
配
列
等
を
備
え
た
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
の
利
用
形
態
と
な
る
よ
う
に
定
め
る
こ
と
。

四

再
開
発
等
促
進
区
に
お
け
る
地
区
整
備
計
画
の
区
域
は
、
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
並
び
に
公
共
施
設
の
整
備

を
一
体
と
し
て
行
う
べ
き
土
地
の
区
域
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
定
め
る
こ
と
。



第
七
条
の
十
を
第
七
条
の
八
と
す
る
。

第
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
の
表
地
区
計
画
（
市
街
化
調
整
区
域
内
に
お
い
て
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
項
第
二
号
中
「
道
路
」
を

「
地
区
施
設
の
う
ち
道
路
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
十
一
」
に
、
「
同
項

」
を
「
同
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
に
関
す
る
事
項
」
の
下
に
「
（
再
開
発
等
促
進
区

に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

再
開
発
等
促
進
区
に
お
け
る
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る

。
）

イ

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

ロ

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度

ハ

建
築
物
の
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度

第
十
四
条
の
二
の
表
地
区
計
画
（
市
街
化
調
整
区
域
内
に
お
い
て
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一



号
を
加
え
る
。

三

再
開
発
等
促
進
区
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

土
地
利
用
に
関
す
る
基
本
方
針

ロ

法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
の
配
置
及
び
規
模

第
十
四
条
の
二
の
表
市
街
化
調
整
区
域
内
に
お
い
て
定
め
る
地
区
計
画
の
項
第
二
号
中
「
そ
の
他
当
該
区
域
の
整
備
、
開

発
及
び
保
全
の
方
針
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
十
一
」
に
、
「
同
項
」
を

「
同
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

当
該
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

第
十
四
条
の
二
の
表
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
の
項
及
び
再
開
発
地
区
計
画
の
項
を
削
る
。

第
十
四
条
の
二
の
表
沿
道
地
区
計
画
の
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
に
関
す
る
事
項
」
の
下
に
「
（
沿
道
再
開

発
等
促
進
区
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

建
築
物
の
沿
道
整
備
道
路
に
係
る
間
口
率
（
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
六
項
第
二
号
に



規
定
す
る
建
築
物
の
沿
道
整
備
道
路
に
係
る
間
口
率
を
い
う
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
最
低
限
度

ロ

建
築
物
の
構
造
に
関
す
る
防
音
上
又
は
遮
音
上
必
要
な
制
限

ハ

建
築
物
等
の
高
さ
の
最
低
限
度

第
十
四
条
の
二
の
表
沿
道
地
区
計
画
の
項
第
三
号
を
同
項
第
五
号
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二
の
表
沿
道
地
区
計
画
の
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
沿
道
地
区
施
設
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
配
置
及
び
規
模

イ

緑
地
そ
の
他
の
緩
衝
空
地

ロ

道
路
（
袋
路
状
の
も
の
を
除
く
。
）
で
幅
員
八
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

四

沿
道
再
開
発
等
促
進
区
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

土
地
利
用
に
関
す
る
基
本
方
針

ロ

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
の
配
置
及
び
規
模

第
十
四
条
の
二
の
表
沿
道
地
区
計
画
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



六

沿
道
再
開
発
等
促
進
区
に
お
け
る
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
場
合
に

限
る
。
）

イ

建
築
物
の
沿
道
整
備
道
路
に
係
る
間
口
率
の
最
低
限
度

ロ

建
築
物
の
構
造
に
関
す
る
防
音
上
又
は
遮
音
上
必
要
な
制
限

ハ

建
築
物
等
の
高
さ
の
最
低
限
度

ニ

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度

ホ

建
築
物
の
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度

へ

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

第
十
五
条
第
二
号
ハ
中
「
第
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五

号
」
に
改
め
、
「
建
ぺ
い
率
」
の
下
に
「
、
同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
敷
地
面
積

の
最
低
限
度
」
を
加
え
、
「
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度

」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
）

第
十
五
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

都
市
計
画
区
域
又
は
準
都
市
計
画
区
域
に
お
い
て
一
体
と
し
て
行
わ
れ
る
整
備
、
開
発
又
は
保
全
に
関
す
る
事
業
等
の
現

況
及
び
将
来
の
見
通
し
等
を
勘
案
し
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
条
例

で
、
区
域
又
は
計
画
提
案
に
係
る
都
市
計
画
の
種
類
を
限
り
、
〇
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
範

囲
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
す
る
計
画
提
案
に
係
る
規
模
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
第
一
号
中
「
第
二
十
九
条
第
四
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
三
中
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
十
一
」
に
、
「
建
築
若
し
く
は
」
を
「
建
築
又
は
」

に
改
め
、
「
又
は
都
市
再
開
発
法
第
七
条
の
八
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く

は
増
築
の
限
界
」
を
削
る
。

第
二
章
第
三
節
の
節
名
中
「
及
び
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
の
四
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
又
は
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
七
条
の



六
」
を
「
第
七
条
の
七
」
に
改
め
、
「
及
び
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
に
お
い
て
第
七
条
の
九
の
保
全
に
関
す
る
事
項
が

定
め
ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
の
七
第
二
号
中
「
又
は
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
」
を
削
り
、
同
号
イ
中
「
第
六
十
八
条
の
三
第
二
項
」

を
「
第
六
十
八
条
の
五
」
に
、
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第

五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
数
値
と
み
な
さ
れ
る
も
の
、
同
法
第
六
十
八
条
の
五
の
二
の
規
定
に

よ
り
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
五
の
三
」
に
、

「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
定
め

る
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
十
二
条
の
五
第
七
項
後
段
」
を
「
第
十
二
条
の
十
」
に
、
「
壁
面
の
位
置
の
制
限
と
し
て
定

め
ら
れ
た
限
度
の
線
と
敷
地
境
界
線
と
の
間
の
土
地
の
区
域
」
を
「
壁
面
の
位
置
の
制
限
、
壁
面
後
退
区
域
」
に
改
め
、
「

設
置
の
制
限
」
の
下
に
「
及
び
建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
」
を
「

地
区
計
画
（
再
開
発
等
促
進
区
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
又
は
住
宅
地
高
度
利

用
地
区
計
画
」
を
削
る
。

第
四
十
六
条
第
三
号
中
「
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
及
び
再
開
発
地
区
計
画
で
、
区
域
」
を
「
再
開
発
等
促
進
区
を
定



め
る
地
区
計
画
又
は
沿
道
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
沿
道
地
区
計
画
で
、
そ
れ
ぞ
れ
再
開
発
等
促
進
区
又
は
沿
道
再
開
発

等
促
進
区
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
建
ぺ
い
率
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
施
行
の
際
現
に
指
定
さ
れ
て

い
る
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
、
近
隣
商
業
地
域
、
準
工
業
地
域
又
は
工
業
地
域
に
つ
い
て

は
、
同
法
の
施
行
の
日
以
後
こ
れ
ら
の
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の

間
は
、
当
該
数
値
が
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
、
準
工
業
地
域
又
は
工
業
地
域
に
あ
つ
て

は
十
分
の
六
に
、
近
隣
商
業
地
域
に
あ
つ
て
は
十
分
の
八
に
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
都
市
再
開
発
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

都
市
再
開
発
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
一
章
の
四

再
開
発
地
区
計
画
（
第
一
条
の
八
―
第
一
条
の
十
四
）
」
を
削
る
。

第
一
章
の
四
を
削
る
。



第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
八
十
三
条
第
二
項
、
第
百
十
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
十
六
条
の
二

施
行
地
区

施
行
地
区
（
特
定
仮
換
地
を
除
き
、
施

行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る

従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）

（
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
中
「
主
と
し
て
そ
の
沿
道
地
区
計
画
の
区
域
内
の
居
住
者
等
の
利
用
に
供
さ
れ
る
」
を
削
り
、
「
道
路
を
除
く
」

の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
九
条
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
）

第
五
条

法
第
九
条
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
道
路
若
し
く
は
道
又
は
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の
他
の
公

共
空
地
と
す
る
。



（
法
第
九
条
第
六
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
）

第
五
条
の
二

法
第
九
条
第
六
項
第
二
号
の
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作

物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
形
態
若
し
く
は
意
匠
の
制
限
又
は
垣
若
し
く
は
さ
く
の
構
造
の
制
限
と
す
る
。

第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
九
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
九
条
第
六
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
九
条
の
四
及
び
第
九
条
の
六
の
政
令
で
定
め
る
施
設
）

第
六
条
の
二

法
第
九
条
の
四
及
び
第
九
条
の
六
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
道
と
す
る
。

第
十
条
第
一
号
中
「
沿
道
地
区
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
の
最
高
限

度
で
、
同
法
第
六
十
八
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に

掲
げ
る
数
値
と
み
な
さ
れ
る
も
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

沿
道
地
区
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
で
、
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
五

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
数
値
と
み
な
さ
れ
る
も
の
、
同
法
第

六
十
八
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
数
値
と
み
な
さ
れ
る
も
の
又
は
同
法



第
六
十
八
条
の
五
の
三
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
定
め
る
数
値
と
み
な

さ
れ
る
も
の

ロ

沿
道
地
区
計
画
（
沿
道
地
区
整
備
計
画
に
お
い
て
、
法
第
九
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
壁
面
の
位
置
の
制
限
、
壁
面

後
退
区
域
に
お
け
る
工
作
物
の
設
置
の
制
限
及
び
建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
で
、
当
該
敷
地
に
係
る
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
超
え
る
も
の

ハ

沿
道
地
区
計
画
（
沿
道
再
開
発
等
促
進
区
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
次

に
掲
げ
る
事
項

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
で
、
当
該
敷
地
に
係
る
用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た

(１)
建
築
物
の
容
積
率
を
超
え
る
も
の

建
築
物
の
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度
で
、
当
該
敷
地
に
係
る
用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ

(２)
た
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
を
超
え
る
も
の

建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度
で
、
当
該
敷
地
に
係
る
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
種

(３)



低
層
住
居
専
用
地
域
又
は
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
高

さ
の
限
度
を
超
え
る
も
の

（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
号
中
「
内
容
」
の
下
に
「
（
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
で
、
建
築
基
準
法
第
六
十

八
条
の
五
の
三
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
数
値
と
み
な
さ
れ
る
も
の

ロ

防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
（
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
又
は
防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
に
お
い
て
、
法
第

三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
壁
面
の
位
置
の
制
限
、
壁
面
後
退
区
域
に
お
け
る
工
作
物
の
設
置
の
制
限
及
び
建
築

物
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
建
築
物
の
容
積
率
の
最

高
限
度
で
、
当
該
敷
地
に
係
る
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
超
え
る

も
の



（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
四
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
中
「
規
定
す
る
」
の
下
に
「
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
区
域
と
し
て
」
を
加
え
、
同

条
第
三
項
中
「
都
市
再
開
発
法
第
七
条
の
八
の
二
第
三
項
第
一
号
」
を
「
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
六
項
第
一
号
」
に

、
「
建
築
物
の
用
途
の
制
限
」
を
「
建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
（
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
延
べ
面
積
の

敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
」
を
「
容
積
率
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
再
開
発
地
区
整
備
計
画
」
を
「
地
区
整
備
計
画
」

に
、
「
再
開
発
地
区
計
画
」
を
「
地
区
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
再
開
発
地
区
計
画

」
を
「
地
区
計
画
」
に
、
「
都
市
再
開
発
法
第
七
条
の
八
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
用
途
の
制
限
」
を
「

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
（
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」

に
、
「
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
」
を
「
容
積
率
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
都
市
再
開
発
法
第
七
条
の
八

の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
施
設
」
を
「
同
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項

第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
施
設
若
し
く
は
同
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



４

法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
十
号
の
二
に
規
定
す
る
地
区
計
画
の
区
域
か
ら
除
か
れ
る
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種

中
高
層
住
居
専
用
地
域
及
び
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
の
区
域
と
す
る
。

附
則
第
十
四
条
の
五
第
三
項
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
整
備
計
画
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促

進
区
（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
再
開
発
等
促
進
区
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
都
市
計
画

の
決
定
又
は
再
開
発
等
促
進
区
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の
決
定
（
当
該
宅
地
化
農
地
（
法
附
則
第
二
十
九
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
宅
地
化
農
地
を
い
う
。
）
が
、
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層
住
居
専

用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
又
は
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
内
に
あ

る
場
合
に
限
る
。
）

附
則
第
十
四
条
の
六
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
附
則
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
表
の
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
又
は



第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
の
区
域
と
す
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
五
項
中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
三
項
第
二
号
」
を

「
同
条
第
六
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
区
域
（
」
の
下
に
「
同
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区
を

除
く
も
の
と
し
、
」
を
加
え
る
。

第
七
条
の
二
第
七
項
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
第
五
項
第
二
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

そ
の
事
業
の
施
行
地
区
内
に
お
い
て
都
市
施
設
（
都
市
計
画
法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
施
設
又
は

同
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
施
設
を
い
う
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
（
そ
の
事
業
の
施

行
地
区
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区
内
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
都
市
施
設
又
は
同
条
第
四
項
第

二
号
に
規
定
す
る
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
二
十
条
の
二
第
七
項
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
イ



を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区

同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
施

設
又
は
同
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設

第
二
十
条
の
二
第
七
項
第
二
号
ロ
中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め

、
同
号
ハ
中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号

イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区

同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
施

設
又
は
同
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設

第
二
十
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
ロ
中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に
改

め
、
同
号
ハ
中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号

中
「
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
再
開
発
地
区
計
画
、
同
項
第
四
号
」
を
「
の
区
域
（
同
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す

る
再
開
発
等
促
進
区
内
の
同
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第



一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
及
び
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
を
除
く
。
）
、
同
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に

、
「
及
び
同
項
第
五
号
」
を
「
の
区
域
及
び
同
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
、
再
開
発
地
区
計
画
」
を
削
り
、
同
号

イ

中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
六

項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
イ

を
削
り
、
同
号
イ

中
「
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
」
を
「
容
積
率
」
に
改

め
、
同
号
イ

を
同
号
イ

と
し
、
同
号
イ

中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
同
項
第
一
号

に
規
定
す
る
建
築
物
」
を
「
同
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
建
築
物
等
」
に
、
「
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合

」
を
「
容
積
率
」
に
改
め
、
同
号
イ

を
同
号
イ

と
し
、
同
号
ロ
中
「
か
ら

ま
で
」
を
「
か
ら

ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
四
第
五
項
中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
三
項
第

二
号
」
を
「
同
条
第
六
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
区
域
（
」
の
下
に
「
同
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等

促
進
区
を
除
く
も
の
と
し
、
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
五
第
六
項
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
四
第
十
五
項
第
二
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

そ
の
事
業
の
施
行
地
区
内
に
お
い
て
都
市
施
設
（
都
市
計
画
法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
施
設
又
は



同
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
施
設
を
い
う
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
（
そ
の
事
業
の
施

行
地
区
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区
内
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
都
市
施
設
又
は
同
条
第
四
項
第

二
号
に
規
定
す
る
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
三
十
八
条
の
四
第
十
七
項
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同

号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区

同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
施

設
又
は
同
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設

第
三
十
八
条
の
四
第
十
七
項
第
二
号
ロ
中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に

改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
七
第
十
項
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号

イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区

同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
施

設
又
は
同
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設



第
三
十
九
条
の
七
第
十
項
第
二
号
ロ
中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に
改

め
、
同
号
ハ
中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
二

号
中
「
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
再
開
発
地
区
計
画
、
同
項
第
四
号
」
を
「
の
区
域
（
同
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定

す
る
再
開
発
等
促
進
区
内
の
同
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
及
び
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
を
除
く
。
）
、
同
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」

に
、
「
及
び
同
項
第
五
号
」
を
「
の
区
域
及
び
同
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
、
再
開
発
地
区
計
画
」
を
削
り
、
同

号
イ

中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第

六
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
イ

を
削
り
、
同
号
イ

中
「
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
」
を
「
容
積
率
」
に

改
め
、
同
号
イ

を
同
号
イ

と
し
、
同
号
イ

中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
同
項
第
一

号
に
規
定
す
る
建
築
物
」
を
「
同
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
建
築
物
等
」
に
、
「
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割

合
」
を
「
容
積
率
」
に
改
め
、
同
号
イ

を
同
号
イ

と
し
、
同
号
ロ
中
「
か
ら

ま
で
」
を
「
か
ら

ま
で
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、
「
第

十
二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
地
区
施
設
道
路
」
を
「
、



地
区
施
設
道
路
」
に
、
「
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
二
号
施
設
道
路
（
同
条
第
四
項
第
二
号

に
規
定
す
る
施
設
（
次
項
に
お
い
て
「
二
号
施
設
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
道
路
を
い
う
。
次
項
」
に
、
「
地
区
計
画
に
係
る

特
定
の
地
区
施
設
」
を
「
地
区
計
画
に
係
る
特
定
の
地
区
施
設
等
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
地
区
計
画
に
係
る
特
定
の

地
区
施
設
」
を
「
地
区
計
画
に
係
る
特
定
の
地
区
施
設
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
地
区
施
設
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
区
施
設
そ
の
他
の
施
設
」
に
、
「
第
十
二
条

の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
、
当
該
地
区
施
設
」
を
「
当
該
地
区
施
設
」
に
、
「
同
号
」

を
「
法
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
号
」
に
、
「
同
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
都
市
計
画
法
第
十

二
条
の
五
第
六
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
適
合
し
て
い
る
も
の
」
の
下
に
「
並
び
に
二
号
施
設
（
二
号
施
設
道
路
を
除
く
。

）
で
当
該
二
号
施
設
に
係
る
当
該
地
区
計
画
に
定
め
る
同
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
配
置
及
び
規
模
に
適
合
し
て
い
る
も

の
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、
「
同
号

」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
に

、
「
地
区
計
画
に
係
る
特
定
の
地
区
施
設
」
を
「
地
区
計
画
に
係
る
特
定
の
地
区
施
設
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
か
ら
第

十
二
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
四
項
、
第
八
項
及
び
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。



（
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
割
合
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
容
積
率
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
第
六

項
ま
で
」
を
「
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号
中
「
区
域
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規

定
す
る
再
開
発
等
促
進
区
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
」
を
「
容
積
率
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区
（
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
区
整
備

計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
に
限
る
。
）
内
の
中
高
層
耐
火
建
築
物
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
公
庫
が
主
務

大
臣
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

第
四
条
第
二
項
第
七
号
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二

号
」
に
、
「
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
」
を
「
容
積
率
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
中
第
九

号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中
「
都
市
再
開
発
法
」
の
下
に

「
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し



、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
す
る
。

（
労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

（
水
資
源
開
発
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

水
資
源
開
発
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

、
第
三
号
の
二
を
第
四
号
と
す
る
。

（
地
域
振
興
整
備
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

地
域
振
興
整
備
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

三
号
の
二
を
第
四
号
と
す
る
。



（
日
本
鉄
道
建
設
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

日
本
鉄
道
建
設
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
三
号
の
二
を
第
四
号
と
す
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
四
第
二
号
中
「
第
五
十
二
条
第
七
項
、
第
八
項
及
び
第
十
一
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
九
項
、
第
十
項
及
び
第

十
三
項
」
に
、
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
」
を
「
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
四
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
二
項
並
び
に
」
を
「
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
第
六

十
八
条
の
五
の
二
第
二
項
、
」
に
改
め
、
「
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並

び
に
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
第
十
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま

で
」
の
下
に
「
、
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
加
え
、
「
、
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
五
十



七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
項
及
び
第
三
項
（
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
二
」
に
改
め

、
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に

改
め
、
「
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
項
第
十
二
号
中
「
、
第
七
条
の
八
の
三

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

（
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

削
除

（
環
境
事
業
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

環
境
事
業
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。



（
都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
、
地
区
計
画
若
し
く
は
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
の
区
域
」
を
「
の
区
域
、
同
号
に
掲
げ
る
地
区
計
画
の

区
域
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第

一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
及
び
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
以
外
の
区
域
内
の
同
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す

る
再
開
発
等
促
進
区
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
、
同
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
地
区
計
画
の
区

域
、
同
項
第
二
号
の
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
の
区
域
及
び
同
項
第
三
号
の
再
開
発
地
区
計
画
」
を
「
及
び
同
法
第
十
二

条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
地
区
計
画
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
二
号
中
「
第
二
条
の
二
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
る
。

（
新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三



号
の
二
を
第
四
号
と
す
る
。

（
流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
容
量
の
合
計
が
五
万
リ
ツ
ト
ル
以
下
の
地
下
貯
蔵
槽
で
第
一
石
油
類
の
保
管
の
用
に
供
す
る
も
の
及

そ
う

び
」
を
「
第
一
石
油
類
、
」
に
改
め
る
。

（
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政

令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
二
を
第
二
号
と
す

る
。

（
石
油
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

石
油
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
三
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
一
条
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
都
市
再
開
発
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

都
市
再
開
発
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
公
告
」
の
下
に
「
が
あ
つ
た
こ
と
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
七
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
の
抹
消
の
申
請
書
に
は
、
法
第
四
十
五
条
第
六
項
、

法
第
百
二
十
四
条
の
二
第
三
項
又
は
法
第
百
二
十
五
条
の
二
第
五
項
の
公
告
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
四
号
の
二
を
第
五
号
と
す
る
。

（
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
二
十
三
条

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一

号
の
二
を
第
二
号
と
す
る
。

（
日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
第
五
十
二
条
第
七
項
、
第
八
項
及
び
第
十
一
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
九
項
、
第
十
項
及
び
第
十
三

項
」
に
、
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
」
を
「
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
四
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
五
第
二
項
並
び
に
」
を
「
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
第
六
十
八



条
の
五
の
二
第
二
項
、
」
に
改
め
、
「
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に

第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
加
え
る
。

（
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。

（
都
市
基
盤
整
備
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

都
市
基
盤
整
備
公
団
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

（
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。



（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
九
条
第
九
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
都
市
計
画
法
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
建
築
基
準
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
都
市
計
画
法
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
同
法
」
と
あ
る

の
は
「
旧
都
市
計
画
法
」
と
、
「
建
築
基
準
法
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
基
準
法
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
建
築
基
準
法
（
次
号
に
お
い
て
「
旧
建
築
基
準
法
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
都
市
計
画
法
」
と
あ
る
の

は
「
旧
都
市
計
画
法
」
と
、
「
都
市
再
開
発
法
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
基
準
法
等
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
都
市
再
開
発
法
」
と
、
「
建
築
基
準
法
」
と
あ
る
の
は
「
旧
建
築
基
準
法
」
と
す
る
。

附
則
第
九
条
第
十
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
建
築
基
準



法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
幹
線
道
路
の
沿
道

の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
」
と
す
る
。

附
則
第
二
十
四
条
第
十
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
都
市
計
画
法
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
建
築
基
準
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
都
市
計
画
法
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
同
法
」
と
あ
る

の
は
「
旧
都
市
計
画
法
」
と
、
「
建
築
基
準
法
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
基
準
法
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
建
築
基
準
法
（
次
号
に
お
い
て
「
旧
建
築
基
準
法
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
都
市
計
画
法
」
と
あ
る
の

は
「
旧
都
市
計
画
法
」
と
、
「
都
市
再
開
発
法
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
基
準
法
等
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
都
市
再
開
発
法
」
と
、
「
建
築
基
準
法
」
と
あ
る
の
は
「
旧
建
築
基
準
法
」
と
す
る
。

附
則
第
二
十
四
条
第
十
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
幹
線



道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る

。
た
だ
し
、
第
一
条
中
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
二

項
及
び
第
七
項
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
七
項
」
に

改
め
る
改
正
規
定
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
五
十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
区
域
の
指
定
及

び
数
値
の
決
定
の
た
め
の
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
の
議
決
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
地
方
税
法
施
行
令
」
と
い
う
。

）
第
五
十
四
条
の
二
十
六
の
二
の
規
定
（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成

十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
度
分
ま
で
の
土
地

に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



２

新
地
方
税
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
二
十
六
の
二
の
規
定
（
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き

特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
三
項
第
九
号
及
び
第
十
四
条
の
六
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
租
税
特
別
措
置
法
施
行

令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
又
は
新
築
を
す
る
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
取
得

又
は
新
築
を
し
た
同
号
に
掲
げ
る
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
七
条
の
二
第
七
項
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
又
は
新
築
を
す
る
租
税
特
別

措
置
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
新
築
を
し
た



同
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
行
う
租
税
特
別
措

置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
す
る
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が

施
行
日
前
に
行
っ
た
同
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
す
る
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

４

新
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
行
う
租
税
特
別

措
置
法
第
三
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
行
っ
た
同
項
に

規
定
す
る
譲
渡
資
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
第
五
項
の
規
定
は
、
法
人
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号

）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
取
得
又

は
新
築
を
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
が
施
行
日
前

に
取
得
又
は
新
築
を
し
た
同
号
に
掲
げ
る
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

新
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
五
第
六
項
の
規
定
は
、
法
人
が
施
行
日
以
後
に
取
得
又
は
新
築
を
す
る
租
税



特
別
措
置
法
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
が
施
行
日
前
に
取
得
又
は
新
築

を
し
た
同
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

新
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
七
第
十
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
は
、
法
人
が
施
行
日
以
後
に
行
う
租
税
特

別
措
置
法
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
の
表
の
第
十
四
号
の
上
欄
又
は
第
六
十
八
条
の
七
十
八
第
一
項
の
表
の
第
十
二
号
の
上

欄
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
が
施
行
日
前
に
行
っ
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


